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Abstract

TY1epuIposeofthispaperistomakecleartllepowerorcontrolm“teaching-leamng,'rela-

tionandtogetthepointofoverconUngthiscontroL

Itisimportanttoexamine“inter-subjective?，relationshipinordertoensuretheselfLdetemli‐

nationｏｆ‘`theweak”（chnd）andtherigdltofChndtoexpresstheviewmconcenmgwithteach

mgleannngpmcess、Enligjltemnent-standpointmdidacticaltheorymustbeovercomecriticaUyby

definingtherigd]ttoleam．

“Famnym1eory”ｉSavailabletogetthewisdomoneducationalguidanceordirectionHrst，

wecanbecomeconsciousof“tllecontrolcalledbylllenameoflove”ｉｎｓ叩portingactivityor

teachingactivityandconsidercriticallythepowermteachingleamingpmcess・Second,wecan

acqUiZethelogicofacceptingthe“PrOblematic''childandtllemethodoffOnningmutualconsent
betweenteacherandchild．

つつ，筆者なりの補足的観点もつけ加えておきた

い．’

第１に,「権利」論を全面に出した学びの「行為

論的モデル」の提唱である．学びの行為論的モデル

とは，「権利論を前提にして，生活コンテキストか

ら現実世界を『異質共同』のなかで読み解き読みひ

らく能力とともにそれをつくりかえる力と見通しを

育てる学びとスキルを，授業づくりに対する子ども

の自治論的・行為論的参加（存在論的参加ではな

い）とそのスキルにおいて追求するモデルである｣，

と要約されている.ｚ

ここで斥けられている「存在論的」とは，主体と

しての身体をそなえた者同士の相互身体的な関係を

さす．向っていく働き（志向性）をもつ身体的主体

が「まなざす＝主なざされる」応答関係に入ると

いったように，「世界内存在」としての関係をいう．

これは，人間が避けがたくきりむすぶ「存在様式」

であるがゆえに，「権利」の問題とはならない．権

利とは発見され，育てられるものだ，といわれる．

素朴な拒否を授業への異議申し立て欲求ととらえ，

権利の萌芽であると解釈する．「生きている今を知

りたい」という当事者の問題関心から学習を進める

権利を広く承認する．こういう欲求を発現させ，ま

とめあげ，探求活動へ高まっていくことが，授業へ

の自治的・行為的な参加のあり方であろう

第２に，「弱者」の視点・ニーズからの，学習者

はじめに

本論の課題は，主に授業における「教える－学

ぶ」関係に潜む「権力・支配」関係を明らかにし，

それに自覚的に対応する観点を得ようとすることに

ある.

そのさい，まず，「学び論」の立場から提起され

ている「相互主体的」関係の意義を確認することで，

学びにおける「権利」の価値を実践的に明確にする．

次に，これとは対照的に，「教える」という行為に

避け難く内在する「権力６抑圧・支配性」を解明し，

これを相対化する方途を，家族論，アダルト・チル

ドレン（ＡＣ）研究などの知見から学ぶ．この作業

を通して，子どもを「許容できる」理論を構築し，

さらには「おとなをも解放していく」理論の可能性

を探る．

１．「学び論」の視点から

「相互主体的」関係を問い直す

1990年代以降，「自己決定，権利，参加」をキー

ワードとする学び論からの授業論の再構築が進んで

おり，注目すべき論が提供されている．それは，

「新自由主義的学び」への対抗軸という時代的立場

も明確に打ちだしている．その特徴を紹介．,評価し
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でに自明視されている授業像とは，教師によってあ

らかじめ設定された目標・内容に向けて，それを達

成・獲得するためのすじ道を，指導された対話をと

おして子どもたちに主体的に歩ませるといった授業

像なのである．「これでは，結局のところ，啓蒙主

義の『囲い込みの授業』とならざるをえないであろ

う.」６

「賢いおとなが真理を教えてあげる｣，「おとなの

言うことはそれなりには正しい．いつかはきっと役

立つ｣，といった響きを持つ「啓蒙主義」からの脱

却が求められる．誤解を恐れずにいえば，教師とい

う職業上，われわれはつねに時代の「新しさ」に直

面せざるをえない．「憲法」を学校から始めなけれ

ばならなかったとと，戦争非体験世代が｢戦争｣を
語り継ぐこと，「勉強」時代の終焉に際して市民的

教養を模索すること，など新しい課題を共同探求す

る以外にはないのである．この点に関連するが，

「大人と子どもの二分法」を超えること，自分の

「大人性」を解体すること，を関曠野は指摘してい

る.６ロックに代表される近代的自由主義は，理性を

持った自立した強い個人を前提にし，そこから理性

的なおとなと非理性的な子どもとを区別する．完成

したおとなのモデルがあって，それを基準として子

どもをコントロールしようとする．この点で，自由

主義は保守的で虚構じみた思想である．現実には，

そういう完成したおとななどいないからだ．現在で

は，結局,「強く」「自律した」「新進の企業家をモ

デルとした」大人像が描かれているにすぎない．こ

の硬直化した「大人性」を解体する最前線に立って

いるのが教師であり，そのための実験室が学校であ

る，といってよい．

「学び論」の観点から，「育てるべき行為」とし

ての権利行使能力を全面に出すとき，当然ながらそ

れを抑圧するメカニズムに対しても注意は払われた

はずである．「政治性」とか「ミクロ・ポリテイク

ス」という用語で学校･･教室を分析する試みがこれ

に該当する６７「共同探求的」授業への試みは，その

後，「総合的」領域での学び，「批判的学び」という

視点，「社会参加」という行為，など多様な展開を

みせており，その具体相の分析が現実的な力を発揮

するであろうが,,それは本論では扱えない，ここで

は，第１に，教師は学校の制度・文化の体現者であ

るがゆえに，規範への同一化や逸脱の抑止という側

面を持つことを自覚しつつ，第２に，それを相対化

するための観点を「学び論」から原理的に得ようと

したのである．

「囲い込み」という表現自体を詮索すると，議論

は袋小路に入り込む．「納得を経て従うことは抑圧

の「自己決定｣，学びの「共同決定」が提唱されて

いる．自己責任と自己決定を掲げる新自由主義の文

脈では，強い者の決定力が支配的となり，弱い者は

それに対して参加する可能性が乏しくなっていき，

強者と弱者の分裂を招く．さらに現代では,「指導」

の概念は，子どもの自己（決定）を抑えるもの（抑

圧性）と見られてきているからと主張される.３

新自由主義の競争原理が学校・授業のすみずみま

で，教師の意識・無意識のレベルまで深く浸透して、

いる「現代」という状況を鑑みるならば，「指導性

と自主性の統一」という楽観的見方では対応しきれ

ない，と先の主張を解釈することができよう．対応

しきれないというのは，よほど競争原理を対象化し

つつ実践をしなければ，教師も強者の論理に絡みと

られてしまうため，結局のところ，指導が抑圧性を

持つことに気づかなくなってしまうのである．そこ

で，「通常」の絶対化を克服し「弱者」のニーズを

基本にすえる，という観点からの自己決定が強調さ

れることになる．また，「ほめる」という行為が，

「多数派」「常識」「強者」の視点からなされるなら

ば，教師の主観的ともいえる「善意」が，子どもに

とっては抑圧的に作用する．「問いかける」という

行為に対して，教師の思考の枠内での意見が暗黙の

うちに求められるなら，それも自由な発言への阻害

要因となり，結果としてはストレスとなる．

第３に，学習の共同決定と自由な仮説設定を機軸

にした「相互主体的関係」の提唱である．「拒否の

自由」の指導論といえども，つねに教師の働きかけ

に応じた「拒否の自由」となりがちであり，教師の

提案に対して受容か拒否かという二者択一では，子

どもの選択の範囲は限定されたものになる．従来の

発問は，「知っている」者である教師の意図が隠さ

れた「虚偽の問い」であったのに対して，共同探求

的における発問としては，「真実の問い」としてな

される可能』性を認める，とされる.４

「教師の教えたいものを子どもの学びたいものに

転化する」という発問論の考え方では，教師自身が

想定した枠組み以上の解釈は重視されないことにな

る．むしろ，子どもの意見や探究活動が教師の意図

をも超えてゆく可能性を許容しなければならない．

子どもの素朴な疑問や疑いを軸に，教師自身も教材

解釈を深めたり，調査活動を発展させたりする「共

同探求」において，おとなにとっても重要な意味を

持つ「真実の問い」が共有されるのであろう．それ

は，子どもの生きる不安ヅ知りたい欲求であり，お

となの.人類の・現代の課題である

第４に，結局のところ，「啓蒙主義」的な「囲い

込み授業」の転換が提唱されているのである〆今ま
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という表現からは「どぎつい」印象は拭い去れない．

家庭内で生じる暴力・虐待（夫から妻へ，親から子

へ)，わが子を愛せないという嘆き，おとなになっ

ても残存する対人関係での生き辛さ，など家族問題

は，具体的事例を介して学ぶことが必要である．事

例の持つ物語'性を了解することで「暴力装置」とい

う抽象的で強烈な用語の内実がイメージできるであ

ろう．この作業を怠るなら，かえって誤解と混乱を

生む恐れがある‘しかし，現代において家族批判が

タブー視されるということは，逆に言えば「弱者」

の側から問題が暴き出されることを恐れる人々も多

いということである．誰の立場からタブーが語られ

ているか，が明らかにされねばならない．危険を承

知の上で，狭い関係の中で「抑圧・支配」が生じる

「論理」を「家族論」から学ぶことによって，「教

える」というおとな・教師の行為に避けがたく内在

する「権力，支配，抑圧」を検討する格好の糸口が

得られると思うのである．

決定的に重要なものは，おとなの「愛情という名

の支配」を批判的に考察する見地である．親の愛情

ほどその善性が自明であるとされ，批判されにくい

ものはない．この考え方は教師にも拡大解釈されて

しまい，結果として子どもを支配するための免罪符

となることが多い．「親子関係においては，『所有』

『愛情』『支配』の三つが混ざり合って叺混同され

て使われています．そして表向きには，すべてが

『愛情』という名によって正当化されてしまってい

るのです.」９「愛情」とは，学問の対象となりがた

い，つまり，ある一定の限界内で安心して活用でき

る定義を持ち難いのである６それゆえに〆恐意的に

用いられやすいのであり，それを自己弁護的に用い

る人は，つねに「強者」である．

アダルト・チルＦレン（AC）研究の立場から，

親からの一方的な「贈与」が子どもを苦しめること

についてＴ信田さよ子は次のように指摘している．

「贈与」とはなじみの薄い言葉かもしれないがヅ経

済的・物質的なものであれ，精神的な期待や要求で

あれ，影響力の正負にかかわらず，子どもが望むと

望まざるにかかわらず，親から贈られているものを

指す．多くの場合，それが愛情という名の下で行わ

れている．

「いかに正の贈与が苦しいものかに想像力を働か

せていただきたいのです．／なぜ拒絶できないのか．

それは贈与する親を傷つけたくないと子どもが思う

からです．…贈った側はそれによって優位に立つの

です．…権力を獲得するのです．正の贈与は，する

側とされる側とにこのような力関係を生むのです．

…親は子どものためにと言いながら，圧倒的優位に

なのか｣，といった反論も予想されるからである．

問われるべきは，「当事者である子ども」にとって

抑圧的・支配的と感じられるかどうか，である．し

カコし，子どもは，「支配・抑圧」をいうことを，自

分自身の言葉で語るわけではない．子どもの「声な

き声」を聴きとり，それを抑圧するメカニズムを解

き明かそうとするのが「家族論」研究である．愛情

の善性が疑われなかった「家族関係」において「支

配」が生じるのなら，「教師一子ども」関係におい

ても「支配」は避けがたい．本論は，この点につい

て家族論から示唆を得ようとする試論である．

２．「教える（与える。援助する)」に

付随する「権力性」を自覚する

まず問題の限定を行っておきたい．本論では，近

代家族論の歴史的研究から学ぶことは手に余る．現

代社会において抑圧が厳然と存在するという現状認

識から示唆される点に限って論述していく．そして

「狭いｃ閉じた範囲」「"愛`情，，の過剰と歪み」ゆえ

に抑圧が生じるという認識は学校教育と共通する部

分がある，との立場から出発する．家族の問題から

学校・教室の問題への，さしあたりの類推が成り立

つという立場をとる〆

(1)「家族の暴力」と「愛情という名の支配」
まず，「親の加害者性は隠蔽されてきた」と言い

きる斎藤学の見解を聴くことから始めたい．

「家族は一種の暴力装置である．この言い方がど
．いんぺい

ぎつく聞こえるのであれば，一歩後退して暴力隠蔽

装置であると言い換えてもよい．…／子どもは生き

残りのために親の愛と関心を必要としている．その
ちよ”やく

子どもｶﾆ親の価値観や打榔を,～むしろ自ら望んだ

ものとして受け入れ，『偽りの自己』を発達させて

しまうのも当然のことである．こうしてつくられた

人格の中では，すでに親の押しつけも虐待も想起さ

れることは渥い、…／私たちはすべて，“温かい

親''を必要としている．この欲求にそう形で，親の

加害者性は隠蔽されてきた．そしてそれを暴露する

作業には陰に陽に様々な抵抗や圧力が加わる．／抵

抗の最大のものは，子どもを虐待するような親は，

“一部の''階層，“一部の,'人種，‘`一部の''精神異

常者である，とする『－部切り捨て』の思考法であ

る．…この気づきこそ，『人類最後のタブー』を突

破する糸口になるのではないだろうか.」８（斎藤学

から引用する場合，ルビは原文）

子どもを大切にする親という家族イデオロギーや

健全な家族の中で虐待が生じるわけがないという幻

想が支配的であったため，専門家である斎藤の但し

書きを了解した後でも，「暴力装置」としての家族

－５９－
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げる』側はいつも肯定をされ感謝をされる．…相手

をコントロールして，『してもらう』側に服従を求

める側面がある，ことが見えてくる.｣'３

また，親が自ら支配的立場にあることに無自覚的

であったことで，現在社会問題化している「子ども

への虐待」はこれまで隠されてきた，と西山明は指

摘している．逆に言うならば，親の視点，強者の視

点からの「支配的な物語」から脱して虐待の記憶を

繰り返し語ることで,子どもたちは少しずつ解放さ

れ，「よくここまで生き抜いてきた」と，新たに自

分の持っている力を発見していくのである.'４この

間題にかかわる人々はサバイバー（生きのびてきた

人）と称され，上記のようなことを｢過去から解放

される」と表現するぽ過去を語れるということは，

それを聴きとり，肯定的に受けとめる人の存在が不

可欠である．＄

これらのルポルタージュから学ぶのは，親への安

易な糾弾でもなければ，自己の成育史の価値の減少

でもない．「家族が存在する以上，避けることので

きない関係性」への問いを失わないということであ

る．子どもの生育史の上での親の位置を相対化して

いくこと，時にはその影響力を小さいものと解釈し

なおしていくことである．アダルト・チルドレンと

は，自己認知・自己申告を基本にし，自分は悪くな

いという免責性を大切にし，自分の主観が肯定され，

その結果として自分は変えられるという希望を産み

だす言語である.１５

(2)パワー信仰と努力主義と不安エネルギー

では，「愛'情という名の支配」の背後にあるもの

とは何か．それが，親の「不安エネルギー」に支え

られた子どもへの過大な「期待｣，つまりは支配で

ある．

「親は世間並みという一見平等を装った競争に子

どもを使って参入しているのです．この不安エネル

ギーに支えられた，子どもに対する膨大な『期待』

という支配が，家族という集団を居場所ではなく，

調教と訓練の場所に変えているのではないかと思い

ます.／もう，かつて｡､詮鐸したような経済成長
の時代は訪れないでしょう．その時代のエネルギー

しった・

は自分を叱n宅激励するエネルギーでした‘それは絶

えず自分を否定して，その苦しみを養分にするよう

な嗜好的な力でした.」（ルビは原文）

「我慢し，耐えて，そしてその恨みを弱者への支

配にすりかえていく，この共依存支配の連鎖は日本

社会の隅々にまで見られるものです.｣'６

不安エネルギーは「努力主義」のイデオロギーと

も結びついている．右肩上がりの高度経済成長の

「恩恵 によって，自分の努力が「報われた」はず

立っているのです.」

「愛Ｉ情とは，与える側と受け取る側の双方にあつ

て成り立つのです．受ける側がそれを苦痛や拘束と

感じれば，それは愛情ではなく支配なのです．おま

けにその支配は，受ける側の自尊心を奪い，抵抗不

能に陥らせるしかないのです.｣'0

親子関係において「産んでやった.育ててやっ

た」とか「産んでもらった.育ててもらった」と

し､った贈与関係にまつわる言い方がなされるが，こ

れも圧倒的優位の立場からの発想である．親は自分

が精一杯育てたつもりの子どもから反発される時，

傷つくのである．「自分は悪くない」という子ども

の訴えを一旦は許容するのが親のつとめである．こ

の子どもの免責性を受け止めるのは，当面は親しか

いないからである．にもかかわらず，親は「自分は

いい親だった」と免責されたいし，「自分が正しい」

ということを「誰のおかげで産まれたんだ，誰のお

かげで学校に行っていられるんだ」という正論で武

装する．この「最終兵器ともいうべき反論不能の正

論に勝てることばは存在しない…子どもは親との

免責競争に敗北し絶望していく。しかし自分が悪い

と認められず，なおかつことばでは敗北しかないこ

とが見えているとき，多くの子どもたちは暴力をふ

るうのではないだろうか．理由のない親への暴力は

存在しないと思う.｣'1自分が正義の側・正論の側

であることに疑いを持たない人（おとな）は，問題

はつねに相手の側（子ども）にあると信じている．

にもかかわらず自分に責任が押しつけられる時，自

分は悪くないという免責感情が生じ，それが許され

ないと被害者感情が生じ，それが「暴力」へと転じ

ていく．そこに子どもからの「対抗暴力」が発生す

る土壌が生じる．

一般に，「感謝」や「報恩」ということばには，

支配のイデオロギーが付着していることが多い．政

治・宗教・教育の場においてこのことばが用いられ

る場合，近代天皇制や家父長制度における同心円的

構造のもとで，最下層の人に対して自発的服従を求

めるからである.'２家族問題は，最初に引用した斎

藤学の指摘どおり，「一部の個人の`性格」の問題に

還元されることなく，社会批判につながることで普

遍性を獲得していく．普遍性を獲得するとは，それ

が自分の問題でもあることに気づくことである．さ

らに言えば，自分が加害者となりうる可能性と現実

性と知ろうとするのである．戦後日本の「資本主

義」の矛盾の具体相としての「家族」を取材してき

た西山明も，次のように述べている．

「親と子の問には，『してあげる』側と『しても

らう』側という力関係が潜んでいる．…／『してあ
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なのに，それをすべて自分のパワーであると勘違い

してきた.自分と同様の努力を子どもに強いること

は当然であると考えてきたが，実は自分以上の努力

を強いていることに気づかない．労働者管理の見地

から見ると，「もっとがんばれる」という自発的服

従のメカニズムが浸透していることを十分に批判し

きれない．先行的指摘は存在したであろうが，今よ

うやく，「子どもの生きづらさ」を介しておとなの

苦労が浮上してきた，と言ってよい．この文脈でい

えば，資本主義のメカニズムが生活世界にどのよう

に侵入してくるか，という問題である．教育家族の

拡大や能力主義の浸透と合わせて考察されるべき教

育学の課題なのである．

「パワーによって自己を律し，他者を屈服させ，

自然をコントロールするという近代社会（西欧社

会）の自我理想には，ようやくその限界が見えはじ

めてきたようです．自己のパワーへの信仰は勝者を

成功への努力の虜にし,敗者を寂しさと蕩鬘の鼓
とワこ

れい

隷Ｉこします.｣'７

この指摘は，職場のおとなにとっても教室の子ど

もにとっても無縁なものではない．斎藤学のことば

を借りれば，「職場に過剰適応している多くの父親

たちは，それによる苦痛を感じることもないという

点で，彼らの娘たち（…過食・拒食に悩む子ども，

引用者）よりも危険なところにいる」ということに

なる.'８自然も自分もコントロールできるというパ

ワー信仰が存在するところ，表面上の「勝者」「敗

者」にかかわらず外矛盾は深刻である．「がんばる

ことは，いずれにせよ，よい」とか「努力は，きっ

と報われる」というだけの安易なスローガンの残酷

さに気づくべきである

(S）子どもが親を支えている

家族論は，子どもの言語化されないメッセージを

解読するための貴重な知見を与えてくれる．それは

精神医学独自の考え方であるから，日常的行為とも

いえる教育実践と直結させることには若干の留保が

必要であろうが，傾聴に値するものが多い「メッ

セージとしての症状」について次のように指摘され

ている．

「症状とか逸脱行動（非行）とか呼ばれるものは，

すべてメッセージとしての機能を持っている．…／

主体が意識している他者へのメッセージは『要求」
し”そ

であるし，半ば気づいてし､るなら『愁訴』である．

まったく気づいていない（ないし気づきたくない）

メッセージは『症状』と呼ばれる．／したがって，

精神療法の仕事とは，主体の症状を要求に転換する

過程ということができる．…『その気』にならない

限り，薬物乱用などできるものではないのである．

そして生徒が『その気』になるのは，薬物乱用とい

う手段を使わない限り，周囲とコミュニケートでき

なくなっているときである.｣',

ここで「治療」とか「癒し」とかいった言葉を用

いないで，精神療法は主体のＪ症状を要求に転換す

る」ことだ，と述べられていることは示唆的である．

教育実践においても種々報告されているように，子

どもの「暴力」の原因を自分自身で「言語化」する

ように指導することで，自分の「ムカツキ」の由来

をつきとめて，「何が辛くて，何がしたいか」を自

分のことばで語れるようになると，－歩踏みとどま

る力を獲得するようになる．薬物乱用している子ど

もたちはｂ「助けてくれ」とは言わず「ほっといて

くれ」と要求するだけである．メッセージを送りな

がら，無意識レベルで否認している．このようなか

たちでのメッセージを「パラドキシカル・メッセー

ジといい，精神医学的な症状はほとんどこうした形

式をとったコミュニケーション(伝達）の－形態」

である，と言われている.2ｏ

このメッセージの背後に潜む決定的に重要な解釈

は，「子どもが親を支えていろ」「子どもこそが親を

よく理解している」というものである.2’この表現

は若干比嶮的であるがゆえに刺激的であろうとして

いる．子どもにとって｢家族」とは，そこで生きる

しかない唯一の世界であり，「親」とはこの人に依

存しなければ生きられない人である．子どもは，過

剰に責任をとったりシ夫婦の不和を仲介したり（な

だめ役，調整役)，順応したりする．いずれの場合

も，緊張と恐'柿があり，いわゆる過剰な適応能力を

獲得してしまう．一番安全であるはずの家族から緊

張を強いられる．そこから見捨てられないために必

死で過剰適応を試みる．そこでは自由な欲求が満た

されず，欲求すること白体が恐れられるため，感情

が摩滅していく．それゆえにと言うべきか，ＡＣの

子どもたちは，表情に乏しいのだが，自己承認への

欲求が強い，といわれる．

いずれにせよ，家族の問題に関しては，つねに

「常識は疑われなければならない」のである．抽象

的に「弱者」を語るのではなく，「当事者の現場」

から立論していく姿から，教育学も学ぶ点は多い．

たとえば，家族の物語を語ろうとすれば，つねに親

の立場から語られることになる．それが家族の「支

配的な」物語となるのだが，それは同時に「強者」

の側からの意味づけにすぎない‘家族論の文脈では，

客観性とは，親の側，権力の側の発することばであ

る．カウンセリング関係で「エンパワーメン卜」と

いう言葉が使われるが，これは客観性や中立性を超一

えて［あなたの味方である」という立場をとること
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｢教える￣学ぶ」関係と「支配」関係

では，援助者は何を受け取っているのか．

「われわれは必要とされる快感と充足感を同時に

得られる．この世に自分を必要としてくれる存在が

あるということは，なんと素晴らしいことだろう．

おまけにその人は自分の指示通りに動いてくれるの

だ；それは支配の快感を与えてくれることを素直に

認めよう．

そして自分の援助がよきものとして受けとめられ

ることのこの上ない満足感．感謝され’おまけに自

分の好意は社会的にも意味あるものとして承認され

る．援助することでわれわれは,これだけのものを

受け取っている.｣麺

こでも，Ｐ快感」という表現は，正しく理解さ

れる必要がある．禁欲と良心を前提に使用されねば

ならない．支配的行為を「立派な親の行為」ととら

えるか，「人生を生きていくにはルールが必要だ，

それを教えるためにはどうしても支配しなくてはな

らない」ととらえるか．後者，「必要悪としての支

配」を選択するのは，援助にまつわる支配から逃れ

ることはできないと自覚するからである．「対等な

立場に立てる」と主張することこそが観念の産物で

あることは，くり返し強調してきた．「支配」を絶

対悪として排除するのではなく,:それを自覚し’相

対化すること．そうすることで，援助者は自分の行

為が抑圧的に作用していないか，自己点検できるの

である６さらに，「子どもの声を聴く」とか「子ど

もの異議申し立てに耳を傾ける」という従来からの

実践指針を補完する働きを持つのである．、

(2)子どもを「承認」する論理を

おとなと子どもとの免責競争を回避し愛情とい

う名の支配を弱めるための観点は，「子どもを承認

する｣，「イノセンスを承認する｣，「自尊心を認め

る」である．これらの子どもを受けとめる.承認す

る論理について，次のように指摘されている．「芹

沢さん（芹沢俊介…引用者）は，子どもが自分の人

生に責任を持てるようになるには，『あなたにはな

んの責任もないんだよ』といったん親に認めてもら

うことが必要不可欠だと述べています‘でも，これ

を『ありのままのあなたでいいんだよ』などという

月並みで，陳腐な言葉と混同しないでほしいのです．

…親によって自分に責任がないんだと承認されるこ

とで，初めて子どもは自分の人生に責任がもてるよ

うになるのです.｣２５

信田さよ子によれば，「ありのまま」という陳腐

なことばを斥け，子どもを産み落としたという親の

「原罪」を主張する．それが芹沢俊介のいう「根源

的イノセンス」と重なるのである．単純にいえばう

子どもには何の責任もない，私がこの世に子どもを

である．「権力とは状況の定義権である，という視

点からすれば，状況の再定義こそが権力を行使され

ている側Jつまり被害者に必要なのである.｣?２権

力に対抗できることばと視点が必要なのである～

ＡＣとか虐待（DV）とか，名づけられることで初め

て，「強者」の暴力性が人女に認知されるように
なったからである明らかに人権侵害であるにもか

かわらず，名づけられる前までは，意に介されない

日常の出来事だったのであり，「弱者の悲鳴」はお

となへは届いていなかったのである．

３．なぜ援助したがるのか

なぜ教えたがるのか

親子関係において「してあげる」といように贈与

関係は不可分であった．この贈与関係は援助関係に

おいても避けがたく付随してくる．わが国における

援助関係は，勾配関係・上下関係に転化しやすい．

「なぜ私は援助したがるのか?」この問いをぎりぎ

りまで執勤に考えることで，援助にまとわりつく支

配をあぶりだすことができるのである．「援助」す

る欲求とは何なのか，私はなぜ援助したがるのかと

いう自分への問いかけを，援助職や看護職カリキュ

ラムの中に取り入れる必要があるのではないかヅと

信田さよ子は提唱する.この問いかけは）同時に，

［なぜ私は教えたいのか，教えたがるのか」という

教育学の問いに直結するのである．以下，家族論に

学びながら，「教える」という行為にまつわる支配

性を自覚し，それを相対化する観点を探り，あわせ

て今後の検討課題も提示しておきたい．

(1)「援助」するという「'快感」

信田さよ子は，「援助者と被援助者の等価性をど

のように保障していくか」という問いかけから出発

し'ている．

「等価性を保証するためにはまず，ぎりぎりまで

援助にまつわる価値を剥奪する作業をおこなう必要

があるだろう．。･･愛'情，献身，奉仕などという価値

をふくんだことばをことごとく放榔することである.
…／贈与が相手にとって価値のあると思われる物を

送ることであるとするならば，援助関係は容易に贈

与関係に転化していく．だからこそ，援助者自身が

まず援助の脱価値化をはからねばならない.｣２３

この引用にみられるように，「ぎりぎりまで剥奪

する」とか「ことごとく故郷する」という表現はｊ

単なるレトリックの問題ではなく，「援助一被援助」

において対等の立場・等価性の確保がいかに困難で

あるか，を示す形容詞であろう．事実問題としては

対等ではありえないことを自覚しがなら，そこへ近

づこうとする構えの表明である．
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送り込んだのだ，と親が一旦は認めることである．

そして「子どもには責任がない」ことと親に認めら

れることと「自分の人生に責任がもてるようにな

る」ことの間には実は重大な飛躍があるのだが，こ

の飛躍の検討こそが重要なのである．イノセンスは

芹沢の論を理解する際に不可欠でありながら，やや

難解な用語である．

私たちは，自分の誕生に関与していないし，この

体，性，両親，名前などの現実を「かきこまれて」

この世界に生まれてきた．親による一種の強制的贈

与といってもいい．それゆえに，人間は世界に対し

て「自分には責任がない」という心的な場所を根源

的に内在させてしまった．しかしイノセンスとは，

この根源的受動性による現実に対しての恨み言を言

うための概念ではない．現実を受入れられなくなっ

た時，何とかしてくれというメッセージを発言する

場所，すなわちイノセンスは誰でも備わっている，

という認識が重要である．だから，強制的に贈られ

たものを拒否することは自然なことであり研子ども

にはこのイノセンスを表出する権利がある．にもか

かわらず，拒否するのではなく逆に，子どもは世界

を肯定し，選びなおすことができる．それは，一つ

には自分が肯定されていると感じるからだ，と芹沢

は言いながらも，自らそれは平板な論理でもある，

とも述べている．拒否から肯定への書き換え，イノ

センスの表出からイノセンスの解体ｊこれこそが，

芹沢とともに執勧に追及されるべきテーマである．

簡略しすぎた紹介であるが，「受けとめる」「承認す

る」ことをぎりぎりまで考える時に到達する地点を

確認しておきたかったのである.２０

先に虐待の記憶を語ることで過去から解放され，

よく生きてきたという力を発見する，という見解を

引用した．それは同時に，聴きとられ，自尊心を獲

得することの重要性でもある．竹内常一も「イノセ

ンス」に依拠しつつ，「自分を引き受けて生きる

とができない」という子どもの声を受け止めて，

「生きていていいんだよ」という声を届けることを

述べている．子どもたちは「不条理な存在である自

分というものが親や教師から歓迎され，祝福される

ことを求めているのである.」子どもを祝福する者

として「教師は，選ばれてしまったのだ」という構

えが必要となる.〃「不条理」という言い方に関連し

て大上段な言い方が許されるなら，「努力が報われ

ない」「成功が見えない」自分と現実の受けとめ方・

を，おとなは子どもと共同で探っていくのであろう．

標準的な正しさを伝えて終わり，という第三者的評

論ではない．壊れている世界・安全でない世界の中

にいる苦しさを認識し，その地点から変えられるも

のと変えられないものとを探っていく営みが求めら

れるのかもしれない．この意味で，「聴く」という

用語でもって実践を語る機会が増えるであろうし肌

この用語の意味内容を問う作業がＪ今後重要となる．

(3)暴力の由来である「無力感」と努力主義の「背

後」を見すえて

子どもを追いつめ.傷つけるのは教師自身が無力

であるからである～芹沢俊介によれば，暴力の由来

は無力感にある．「暴力の根源はいつの場合も，無

力感です．『いらいら』もまた，無力感のひとつの

表現です．…自分では受けとめきれない現実に直面

したとき，わたしたちのなかに生まれる感情は）そ

れを他人のせいにしてしまうことです．／『悪いの

はおれではない，あいつだ』／それどころかこうし

た無力感やイノセンスの感情はｊ容易に被害者感情

に転じてゆくのです．この被害者感情が暴力の契機

であり，また権力意識の発生の契機でもあるので

す.｣班

「虐待」問題についてなされた以下の指摘は，学

校・授業においても充分に妥当する．「子どもにつ

らくあたるのは，自分が無力であるときだからです．

母親の無謬化は，自己の無謬化につながり，それは

必然的に自分の子どもへの仕打ちの正当化につなが

ることは申すまでもないでしょうＪ”

ここで「無力感」を自覚することは，絶望ではな

く希望である．教育家族の父はく教導する父＞であ

ることが多い。子どもが教育的に「ダメ人間」かど

うか，が最大の関心事である．こういう期待と規範

が強い家庭においては，子どもはくいい子＞であろ

うとするが，結局はおとなが子どもからの「反撃」

を受けることになる．ここで父親は無力感に陥る．

しかし，「この無力感が折り返し点である●｣30自己

の無力感と対話し考えるという営みを経た後に，再

生の道が生まれるのであり，「甘えるな」というこ

とばを捨てる回路が作られる．芹沢は肘え」につ

いて次のようにコメントしているが，示唆的であ

る.31「いい経験，いい苦労のしかたをした人の言葉

は決して『甘えるな』などといった傲』慢で暴力的な

響きを帯びないものである.」「甘えは悪ではない．

それどころか逆に甘えを存分に受けとめられた体験

の欠如こそが，人を教導的に，それゆえ暴力的にす

るのである.」

これらの指摘を教育現場に拡大解釈するならば，

「無力」とは，「競争と多忙と孤立のためにゆっく

りと智慧を出し合えない状態」と解することができ

る．本来的に非人道的な教師だけが，子どもを抑圧

するのではない「きちんとしないと捨てられる」

「強くないといきていけない」という強者の論理は，
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ジャー（'情報公開)，アカウンタピリティー（説明

責任）といった用語が注目されている今日，もっと

も身近で実践的なところで，これらのスローガンを

実現しようとする試みでもあったｂこの点に関連し

て言えば，指導を考える際の基本として「意見表明

と合意形成」が重要であることはいうまでもない．

すること．学ぶことの意味を提示し，それに対する

意見を受けとめ合意形成をしながら実践を進める．

子どもの内面に侵入的にならないよう，節度ある距

離をもった対話をつづける．発言しない権利を保障

し，強引に指名しない態度を保つ．つまずき・失敗

への権利を保障する．具体的なレベルで詳細に論じ

る必要があろうし，授業論レベルでの考察も不可欠

である．

このような作業は〆指導が受入れられるかどうカコ

の吟味でもある．おとなと子どもの二分法を超え大

人性を解体する試みに言及したことを，ここであら

ためて想起しておきたい．

それは，教師の指導の価値を下げることではない．

また「教える」ことに支配性が内在するからといっ

て，教師の仕事を抑制し，誇りを減じることになる

のではない．むしろ，教師の仕事の尊厳を問い直す

ことにつながるのである．この点にかかわって言え

ば，佐藤学とともに，今日の「教育改革」が教師の

尊厳を踏みにじっている現状認識こそが不可欠であ

る．「今日の教育危機の焦点は，教師たちの尊厳を

どう守るかということにあると思います．『学力低

下ｊよりも教職の危機のほうがはるかに重大で

す.｣３５

教育実践において教師の尊厳と子どもの尊厳は，

どちらかだけが守られるということはない.妬「子ど

ものために」というスローガンだけを文字どおり信

奉するならば，指導の「挫折」を招くことを，本論

では指摘したかったのである．つまりγそこには

「愛情という名の支配」が忍び寄り，教師を追いつ

め，そこでの「無力感」が子どもを追いつめる危険

性を確認したかったのである．
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仰意見表明と合意形成

以上，教師の指導に内在する「支配」を相対化し，

子どもを傷つけず，教師の精神も荒廃させない観点

を得ようとしたのである．それは，インブオーム
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